
２０２６．３月～

訪問リハビリテーション費 サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １回（２０分）実施あたり

3,080円 30円 3,110円

※要介護度1～5の料金は全て同額

その他加算
１回実施料金

短期集中個別リハビリテーション実施加算 2,000 ※退院・退所日から３ヶ月以内

中山間地域等に在する者へのサービス提供加算 所定の金額に5％を乗じた単位数 ※中山間地域指定地区の方へのリハビリテーション実施時のみ

事業所の医師がリハビリテーション計画未実施減算 -500 ※事業所の医師がリハビリテーション計画書未実施時のみ減算対象

訪問リハビリテーション費 サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １回（２０分）実施あたり

2,980円 30円 3,010円

※要支援１・２の料金は全て同額

その他加算
１回実施料金

短期集中個別リハビリテーション実施加算 2,000 ※退院・退所日から３ヶ月以内

中山間地域等に在する者へのサービス提供加算 所定の金額に5％を乗じた単位数 ※中山間地域指定地区の方へのリハビリテーション実施時のみ

事業所の医師がリハビリテーション計画未実施減算 -500 ※事業所の医師がリハビリテーション計画書未実施時のみ減算対象

介護予防訪問リハビリ12月超減算 -300

保険外（自費）訪問リハビリテーション料金表

※利用開始月から12月を超えてリハビリテーションを実施（要件を満たさない場合）


	訪問リハビリ（自費）

